
避難指示への一本化について

災対法等の一部を改正する法律（令和３年法律第30号）の施行に伴い、災対法第60条、土砂災害
防止法第27条、第31条、第32条等が改正されたことにより、避難勧告・避難指示は避難指示に一本化。
土砂災害警戒情報が発表された場合は、避難指示を発令することが基本となる。

施行期日：令和３年５月20日
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